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PRIレビュー第 71号「モビリティクラウドを活用したシームレスな移動サービス（MaaS）の動

向・効果等に関する調査研究（第一次中間報告（欧州調査））」に対する訂正及び更新について 

 

                              

標記について、主に次表のとおりの訂正及び更新を行いました。特に、訂正については、お詫び申し上げま

す。既に第 71 号を御覧頂いた方におかれては、訂正及び更新を施した版とともに、訂正及び更新箇所を見消

しにて表示した版をこの PRI サイトに掲載しておりますので、却ってお手数をお掛けして申し訳ありません

が、参照頂けると幸いに存じます。 

訂正・更新の見消し版における該当ページ 訂正又は更新の内容の概要 

[訂正]  

P25-26 「フィンランドの交通事業法における関係制度のイメージ」

（図１）中、「モビリティーサービス事業者」枠内に含まれる「支

援事業」の概念範囲を正確に反映するため、「運送支援事業」と

いう表記を「その他支援事業」という表記に修正して、表示位

置を変更 

P26 ②中の誤記を訂正（「管理する者に」→「管理する者は」） 

P29-30 根拠条項の番号の誤りを訂正 

（「第3節」→「第4節」、「第4節」→「第5節」） 

P32 他の箇所に揃えて、ユーロ通貨単位の表記について修正 

P40 下段中の誤記を訂正（「用意に」→「容易に」） 

P44-46 言及しているドイツの公共交通における2次元バーコードにつ

いて、「QRコード」と記載していたが、これは誤りであって、

「Aztec コード」であることを確認したことから、これに関係

する一連の箇所の記載を訂正 

[更新]  

P16/27-29/33 フィンランド新交通事業法における関係内容の第 2 段階が

2019 年に施行されていること及び当局公表の根拠条文英訳を

確認したことから、それに伴う記載内容を追加して更新 

P36-41 イギリスにおいて、市民等の意見聴取又は協議を踏まえて、将

来のモビリティー戦略及びバスオープンデータの推進方法に

ついて、それぞれ新たな当局資料が発表されたことから、その

関係内容を追加して更新 

P17/45 ドイツのmoovelについて、サービス範囲が変更されているこ

とを確認したことから、関係する記載内容について更新 

 


